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③登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合

発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該児童生徒等を安全に帰

宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導します。必要に

応 じて受診を勧め、受診状況や検査状況を保護者から聞き取 り、状況に

応 じた封応をします。

なお、特に低年齢の児童等について、安全に帰宅できるよう、保護者

の来校まで学校にとどまることが必要 となるケースもあ りますが、その

場合には、他の者 との接触を可能な限 り避けられるよう、別室で待機 さ

せるなどの配慮をします。また、保健室については外傷や心身の不調な

ど様々な要因で児童生徒等が集まる場所であるため、発熱等の風邪症状

のある児童生徒等が他の児童生徒等 と接することのないようにします。

<健康観察表を使用した登校時の健康観察 (例)>

健康状態等

に問題力4い

教室へ移動教室へ移動

健康状態等

に問題がない

全て記入されている

健康観察表の確認

(検温、風那症状、同居家族

蛸 況の確認 )

※ レベル 3・ レベル2の地域で

は、登校時、校合に入る前

に確認する

健康状態等
に問題がある

指定の場所へ移動

保護者に連絡するなどして安全に

帰宅させ、自宅療養させる。

健康状態等
に問題がある

教職員が検温 、風邪

症状 、同居家族の状

況等を確認

健康観察表を忘れた

又は未記入の項目が

ある
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